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組合規約の変更及び組合規程の改訂について 

 

 

 下記の通り規約の変更及び規程の改訂をいたしましたので、公告します。 

 

 

記 

 

1. 変更内容 

(1) 事業所の編入（株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・テラノスの事業所編入）および適用事業

所間（株式会社近畿日本ツーリストコーポレートビジネスへの株式会社ＫＮＴ－ＣＴグローバ

ルトラベルへの合併）の合併による規約の改定 

(2) 厚生労働省と健康保険組合連合会との調整により、健康保険法、健康保険法施行令、事業運営

基準などに記載の表記およびその内容との整合性を検証したことから発生する条文の追加・削

除や文言修正等により組合規約条文を改訂 

 

2. 適用期日 

令和 3 年 2 月 18 日 

 

（注）改正内容の詳細については、当健保組合ホームページを参照ください。 

 

 

 

以上 

 

公 告 03－05 


